
２
０
２
４
年
度
包
括
歳
出
予
算
法
の
成
立
と

２
０
２
４
年
度
包
括
歳
出
予
算
法
の
成
立
と

２
０
２
５
年
度
予
算
教
書

２
０
２
５
年
度
予
算
教
書

京
都
橘
大
学
経
済
学
部
教
授
　
髙
山  

一
夫

ア
メ
リ
カ
の
医
療
政
策
動
向 

（40）

連  載
　

２
０
２
４
年
３
月
23
日
、
遅
れ
に
遅
れ
て
い
た
２

０
２
４
年
度
（
２
０
２
３
年
10
月
１
日
か
ら
２
０
２

４
年
９
月
30
日
ま
で
）
の
歳
出
予
算
法
が
成
立
し

ま
し
た
。
４
回
に
わ
た
る
つ
な
ぎ
予
算
法
案
を
経

て
、し
か
も
分
野
ご
と
に
２
つ
の
法
案
（m

inibus

）

に
分
割
審
議
さ
れ
た
う
え
で
の
成
立
で
し
た
。
ま
た
、

２
０
２
４
年
度
歳
出
予
算
法
案
の
成
立
に
前
後
し
て
、

バ
イ
デ
ン
大
統
領
は
３
月
７
日
に
議
会
に
対
し
て
一

般
教
書
演
説
（State of the U

nion A
ddress

）

を
行
い
、
そ
れ
も
ふ
ま
え
て
３
月
11
日
に
は
２
０
２

５
年
度
（
２
０
２
４
年
10
月
１
日
か
ら
２
０
２
５
年

９
月
30
日
ま
で
）
の
予
算
教
書
（Budget of the 

U
.S. Governm

ent, Fiscal Y
ear 2025

）
を
公

表
し
ま
し
た
。
今
回
の
連
載
で
は
、
２
０
２
４
年
度

歳
出
予
算
法
案
の
成
立
と
２
０
２
５
年
度
予
算
教
書

の
全
体
像
を
取
り
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

２
０
２
４
年
度
包
括
歳
出
予
算
法
の
成
立

　

本
誌
３
月
号
で
の
連
載
で
も
取
り
上
げ
た
よ
う
に
、

２
０
２
４
年
度
歳
出
予
算
法
案
の
審
議
は
、
上
院
を

制
す
る
民
主
党
と
下
院
で
多
数
を
占
め
る
共
和
党
と

の
対
立
が
続
い
た
た
め
、
難
航
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま

し
た

（1）
。
２
０
２
３
年
９
月
、
11
月
、
２
０
２
４
年

１
月
の
３
度
の
つ
な
ぎ
予
算
法
を
経
て
、
２
０
２
４

年
３
月
１
日
に
は
、
農
業
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
お
よ
び
水
、

軍
事
建
設
お
よ
び
退
役
軍
人
、
輸
送
・
住
宅
都
市
開

発
の
各
小
委
員
会
に
お
い
て
審
議
さ
れ
る
予
算
に
つ

い
て
は
２
０
２
４
年
３
月
８
日
、ま
た
、商
務・司
法・

科
学
、
国
防
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
、
国
土
安
全
、
内
務・

環
境
、
労
働
・
保
健
福
祉
・
教
育
、
立
法
府
、
国
務
・

外
交
の
各
章
委
員
会
の
予
算
に
つ
い
て
は
同
年
３
月

22
日
を
期
限
と
し
て
前
年
度
と
同
様
の
予
算
を
認
め

る
、
４
回
目
と
な
る
ご
く
短
期
間
の
つ
な
ぎ
予
算
法

案
が
成
立
し
ま
し
た

（2）
。

　

２
０
２
４
年
度
包
括
歳
出
予
算
法
案
（Consoli-

dated A
ppropriation A

ct, 2024

）
は
、
ま
ず
、

つ
な
ぎ
予
算
法
案
の
期
限
が
近
い
４
小
委
員
に
商

務
・
司
法
・
科
学
と
内
務
・
環
境
を
加
え
た
６
つ
の

小
委
員
会
が
管
轄
す
る
歳
出
予
算
法
案
が
取
り
出
さ

れ
、
審
議
さ
れ
ま
し
た
。
２
０
２
４
年
度
包
括
歳
出

予
算
法
案
は
、
も
と
も
と
２
０
２
３
年
７
月
27
日
に

共
和
党
の
賛
成
多
数
で
下
院
に
お
い
て
可
決
さ
れ
、

同
年
11
月
１
日
に
は
民
主
党
主
導
で
上
院
で
も
可
決

さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
当
然
な
が
ら
上
下
両
院
で
の
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隔
た
り
が
大
き
く
、
そ
の
後
の
審
議
が
ス
ト
ッ
プ
し

て
い
ま
し
た
。
２
０
２
４
年
１
月
７
日
に
両
党
指
導

部
（
下
院
は
民
主
党
ジ
ョ
ン
ソ
ン
議
長
、
上
院
は
共

和
党
シ
ュ
ー
マ
ー
院
内
総
務
）
が
お
お
よ
そ
の
合
意

に
達
し
た
も
の
の
、
選
挙
に
お
け
る
不
法
移
民
の
取

り
扱
い
や
退
役
軍
人
の
銃
所
持
な
ど
を
め
ぐ
り
、
ぎ

り
ぎ
り
ま
で
政
治
的
な
折
衝
が
続
け
ら
れ
た
よ
う
で

す
。
最
終
的
な
法
案
は
、
３
月
６
日
に
下
院
を
、
３

月
８
日
に
上
院
を
通
過
し
（
賛
成
75
、
反
対
22
、
棄

権
３
）、
３
月
９
日
に
バ
イ
デ
ン
大
統
領
が
署
名
し

て
成
立
し
ま
し
た
。
上
院
の
採
決
に
お
い
て
、
反
対

は
共
和
党
21
議
員
と
民
主
党
１
議
員
で
あ
り
、
ま
た
、

民
主
党
マ
ン
チ
ン
上
院
議
員
は
棄
権
し
ま
し
た
。

　

２
０
２
４
年
度
包
括
歳
出
予
算
法
案
の
残
る
６
小

委
員
会
（
国
防
、金
融
サ
ー
ビ
ス
、国
土
安
全
、労
働・

保
健
福
祉
・
教
育
、
立
法
府
、
国
務
・
外
交
）
の
予

算
法
案
に
つ
い
て
は
、
３
月
22
日
の
歳
出
期
限
が
迫

る
な
か
で
、
包
括
歳
出
予
算
追
加
法
案
（Further 

Consolidated A
ppropriations A

ct, 2024

）

と
し
て
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。
法
案
自
体
は
、
下
院

で
は
２
０
２
４
年
２
月
５
日
の
時
点
で
超
党
派
的
に

可
決
（
賛
成
３
５
０
、
反
対
58
、
棄
権
22
、
反
対
は

す
べ
て
共
和
党
）
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
不
法
移
民

対
策
が
不
十
分
だ
と
し
て
下
院
共
和
党
は
２
月
６
日

と
同
月
13
日
の
２
度
に
わ
た
り
マ
ヨ
ル
カ
ス
国
土
安

全
保
障
省
長
官
の
弾
劾
決
議
案
を
提
出
す
る
な
ど（
共

和
党
の
一
部
議
員
の
反
対
や
棄
権
に
よ
り
僅
差
で
弾

劾
決
議
案
は
い
ず
れ
も
否
決
）、
議
会
で
は
緊
迫
し
た

状
況
が
続
き
ま
し
た
。
３
月
19
日
の
両
党
指
導
部
で

の
合
意
を
踏
ま
え
、
３
月
22
日
に
上
院
で
最
終
法
案

が
可
決
さ
れ
（
賛
成
74
、
反
対
24
、
棄
権
２
）、
同

日
に
下
院
も
上
院
通
過
法
案
に
同
意
、
翌
23
日
に
バ

イ
デ
ン
大
統
領
が
署
名
す
る
こ
と
で
、
２
０
２
４
年

度
歳
出
予
算
法
案
が
よ
う
や
く
成
立
し
ま
し
た
。
な

お
、上
院
で
の
採
決
に
際
し
て
、共
和
党
だ
け
で
な
く
、

民
主
党
と
独
立
派
（
サ
ン
ダ
ー
ス
上
院
議
員
）
の
２

議
員
も
反
対
票
を
投
じ
ま
し
た
。

　

成
立
し
た
２
０
２
４
年
度
包
括
歳
出
予
算
法
は
、

つ
な
ぎ
予
算
法
案
に
よ
る
支
出
も
含
め
て
総
額
で
１

兆
５
９
０
０
億
ド
ル
で
あ
り
、
う
ち
国
防
費
が
８
２

４
５
億
ド
ル
を
占
め
ま
す
。
非
国
防
費
は
７
６
５
５

億
ド
ル
で
、
労
働
・
保
健
福
祉
・
教
育
小
委
員
会
の

関
連
予
算
は
１
９
４
４
億
ド
ル
（
２
０
２
３
年
度
は

２
０
７
４
億
ド
ル
）
で
あ
る
と
の
こ
と
で
す
。
２
０

２
４
年
度
包
括
歳
出
予
算
法
の
歳
出
総
額
は
、
２
０

２
３
年
の
連
邦
債
務
上
限
引
き
上
げ
問
題
を
め
ぐ
り

超
党
派
的
に
成
立
し
た
財
政
責
任
法
が
定
め
る
２
０

２
４
年
度
の
裁
量
的
支
出
の
上
限
額
１
兆
５
９
０
０

億
ド
ル
（
う
ち
国
防
費
は
８
８
６
０
億
ド
ル
）
の
範

囲
内
に
収
ま
る
と
と
も
に
、
共
和
党
保
守
強
硬
派

（Freedom
 Caucus

）
が
声
高
に
要
求
し
た
大

幅
な
歳
出
削
減
も
回
避
し
た
か
た
ち
で
す

（3）
。
そ
の

た
め
、
共
和
党
内
で
は
ジ
ョ
ン
ソ
ン
下
院
議
長
へ
の

反
発
が
強
ま
っ
て
い
ま
す

（4）
。

　

一
般
教
書
演
説
と
２
０
２
５
年
度
予
算
教
書

　

２
０
２
４
年
度
包
括
歳
出
予
算
法
案
の
最
初
の
１

本
目
が
成
立
す
る
見
通
し
が
つ
い
た
２
０
２
４
年
３

月
７
日
、
バ
イ
デ
ン
大
統
領
は
議
会
に
お
い
て
一
般

教
書
演
説
を
行
い
ま
し
た

（5）
。
今
回
の
一
般
教
書
演
説

で
は
、
冒
頭
で
ヒ
ト
ラ
ー
と
の
闘
い
を
促
し
た
フ
ラ

ン
ク
リ
ン
・
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
に
よ
る
１
９
４
１

年
１
月
の
演
説
を
取
り
上
げ
、
プ
ー
チ
ン
の
ウ
ク
ラ

イ
ナ
侵
攻
を
正
当
化
す
る
よ
う
な
発
言
を
し
た
ト
ラ

ン
プ
前
大
統
領
（
演
説
で
は
固
有
名
詞
は
使
わ
ず
に

「
私
の
前
任
者
」
と
表
現
し
て
い
ま
す
）
を
強
く
非

難
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
続
け
て
、
大
統
領
選
挙
の
主

要
争
点
の
ひ
と
つ
で
あ
る
人
工
妊
娠
中
絶
に
関
し
て
、
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対
外
人
工
授
精
に
用
い
る
凍
結
胚
を
「
生
ま
れ
て
い

な
い
子
ど
も
」
と
認
定
し
、
凍
結
胚
の
損
壊
や
破
棄

に
つ
い
て
も
州
の
不
法
死
亡
法
が
適
用
で
き
る
と
し

た
ア
ラ
バ
マ
州
最
高
裁
判
所
の
判
決

（6）
を
引
き
合
い
に

出
し
、
２
０
２
２
年
に
連
邦
最
高
裁
判
所
が
ロ
ー
・

ウ
ェ
イ
ド
判
決
を
破
棄
し
た
こ
と
が
招
い
た
混
乱
で

あ
る
と
し
て
、
大
統
領
に
再
選
さ
れ
れ
ば
中
絶
の
権

利
を
擁
護
す
る
立
法
を
約
束
す
る
と
明
言
し
ま
し
た
。

人
工
妊
娠
中
絶
を
め
ぐ
る
動
向
に
つ
い
て
は
、
今
後

の
連
載
に
お
い
て
も
注
目
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
バ
イ
デ
ン
大
統
領
は
、
一
般
教
書
演
説
に

お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
救
済
プ
ラ
ン
法
や
イ
ン
フ
レ
抑

制
法
な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
施
策
の
成
果
と
し
て
、
新

型
コ
ロ
ナ
か
ら
の
経
済
的
回
復
と
イ
ン
フ
レ
の
抑

制
、
労
働
者
・
中
間
層
へ
の
支
援
、
医
薬
品
価
格

交
渉
制
度
の
導
入
な
ど
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
と
と
も

に
、
不
公
平
な
税
制
の
さ
ら
な
る
改
善
（
最
低
法
人

所
得
税
率
の
21
％
へ
の
引
き
上
げ
や
富
裕
層
へ
の
課

税
強
化
）、
選
挙
制
度
の
改
悪
阻
止
、
銃
規
制
を
含

む
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
安
全
確
保
な
ど
に
取
り
組
む
と

し
ま
し
た
。
特
に
、
労
働
者
・
中
間
層
へ
の
支
援
に

関
連
し
て
、
①
薬
剤
給
付
負
担
の
軽
減
（
年
２
０
０

０
ド
ル
上
限
の
導
入
）、②
Ａ
Ｃ
Ａ
（
オ
バ
マ
ケ
ア
）

の
保
険
料
税
額
控
除
に
お
け
る
年
収
上
限
の
撤
廃
の

恒
久
化
、
③
税
額
控
除
を
活
用
し
た
住
居
費
負
担
の

軽
減
と
住
宅
整
備
、
④
幼
稚
園
等
へ
の
就
園
前
の
子

ど
も
に
対
す
る
早
期
教
育
の
拡
充
、
⑤
学
生
の
学
費

ロ
ー
ン
負
担
の
軽
減
な
ど
を
導
入
す
る
と
述
べ
ま
し

た
。
い
ず
れ
も
大
統
領
選
挙
に
向
け
た
一
種
の
選
挙

公
約
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
、
次
に
述
べ
る
２
０
２

５
年
度
予
算
教
書
に
も
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

一
般
教
書
演
説
に
続
け
て
、
バ
イ
デ
ン
大
統
領
は
３

月
23
日
に
、
２
０
２
５
年
度
予
算
教
書
を
公
表
し
ま
し

た
（7）
。
２
０
２
５
年
度
の
歳
出
総
額
（outlays

）
は
７

兆
２
６
６
０
億
ド
ル
で
、
前
年
度
の
６
兆
９
４
１
０
億

ド
ル
か
ら
４
・
７
％
の
増
加
で
す
。
歳
出
総
額
の
う
ち
、

議
会
で
の
歳
出
予
算
法
案
の
可
決
が
必
要
な
裁
量
的
経

費
は
１
兆
９
２
９
０
億
ド
ル
（
対
前
年
度
比
２
・
３
％

増
）
で
、
う
ち
国
防
費
が
９
０
０
０
億
ド
ル
（
同
１
・

８
％
増
）、
非
国
防
費
が
１
兆
２
９
０
億
ド
ル
（
同
２・

８
％
増
）
で
す
。
２
０
２
３
年
財
政
責
任
法
（Fiscal 

Responsibility A
ct of 2023

）
に
お
い
て
、
２
０

２
５
年
度
の
裁
量
的
経
費
の
上
限
額
が
１
兆
６
０
５
９

億
ド
ル
（
国
防
費
上
限
８
９
５
１
億
ド
ル
、
非
国
防
費

７
１
０
７
億
ド
ル
）
と
定
め
ら
れ
て
い
る
た
め
（8）
、
今

後
の
議
会
で
の
予
算
審
議
に
お
い
て
費
目
の
見
直
し
や

予
算
額
の
削
減
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま

た
、
毎
年
の
議
決
が
不
要
な
義
務
的
経
費
は
総
額
４
兆

３
７
２
０
億
ド
ル
（
対
前
年
度
比
４
・
９
％
増
）
で
あ

り
、
う
ち
公
的
年
金
１
兆
５
４
３
０
億
ド
ル
（
同
６
・

３
％
増
）、メ
デ
ィ
ケ
ア
９
３
６
０
億
ド
ル（
同
11・６
％

増
）、
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
５
８
９
０
億
ド
ル
（
同
３
・９
％

増
）、そ
の
他
１
兆
３
０
３
０
億
ド
ル（
同
５・３
％
減
）

で
す
。２
０
２
３
年
度
か
ら
24
年
度
に
か
け
て
、メ
デ
ィ

ケ
ア
関
連
支
出
が
横
ば
い
、
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
関
連
支
出

が
８
％
減
だ
っ
た
こ
と
の
反
動
と
い
え
そ
う
で
す
。

　

２
０
２
５
年
度
予
算
教
書
は
、
①
労
働
者
・
中
間

層
の
負
担
軽
減
（
医
療
費
や
薬
剤
給
付
費
、
教
育
費

や
住
居
費
、
学
費
な
ど
の
負
担
軽
減
）、
②
公
的
年

金
と
メ
デ
ィ
ケ
ア
の
持
続
可
能
性
の
向
上
、
③
衡
平

な
税
制
に
よ
る
財
政
赤
字
の
削
減
（
大
企
業
や
高
所

得
者
層
へ
の
課
税
強
化
）、④
各
種
の
社
会
問
題
（
人

工
妊
娠
中
絶
や
退
役
軍
人
の
精
神
保
健
な
ど
の
医
療

問
題
、
道
路
や
港
湾
な
ど
イ
ン
フ
ラ
整
備
と
病
気
有

給
休
暇
制
度
の
導
入
、
ク
リ
ー
ン
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
関

連
、
幼
児
教
育
の
拡
充
な
ど
）、
⑤
国
内
外
に
お
け

る
ア
メ
リ
カ
人
の
保
護
（
移
民
シ
ス
テ
ム
、
銃
規
制
、

犯
罪
・
Ｄ
Ｖ
へ
の
対
処
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
・
イ
ス
ラ
エ

ル
・
イ
ン
ド
太
平
洋
の
安
全
保
障
等
）
の
、
５
つ
を
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て
い
ま
す
。
こ
の
対
案
と
２
０
２
５
年
度
予
算
教
書

と
の
隔
た
り
は
大
き
く
、
２
０
２
５
年
度
の
歳
出
予

算
法
を
め
ぐ
る
今
後
の
審
議
が
難
航
す
る
こ
と
は
必

至
で
す
。
保
健
医
療
分
野
を
中
心
と
し
た
、
２
０
２

５
年
度
予
算
教
書
の
さ
ら
に
掘
り
下
げ
た
分
析
に
つ

い
て
は
、
次
号
以
降
の
連
載
で
取
り
上
げ
た
い
と
思

い
ま
す
。

主
な
施
策
内
容
と
し
て
い
ま
す

（9）
。
特
に
、
内
政
上

の
課
題
の
第
１
に
掲
げ
た
労
働
者
・
中
間
層
の
負
担

軽
減
で
は
、
①
薬
剤
費
給
付
に
係
る
負
担
軽
減
（
薬

価
交
渉
対
象
薬
品
数
の
拡
大
と
民
間
医
療
保
険
へ
の

適
用
、
イ
ン
ス
リ
ン
に
係
る
自
己
負
担
の
上
限
制
度

を
民
間
医
療
保
険
に
も
適
用
、
高
血
圧
症
や
脂
質
異

常
症
の
治
療
に
用
い
ら
れ
る
高
価
な
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク

医
薬
品
に
係
る
自
己
負
担
の
上
限
設
定
な
ど
）、
②

ア
メ
リ
カ
救
済
プ
ラ
ン
法
が
時
限
的
に
導
入
し
た
児

童
税
額
控
除

（10）
の
復
活
、
③
幼
稚
園
等
へ
の
入
園
前

の
子
ど
も
の
ケ
ア
を
支
え
る
制
度
の
創
出
、
④
住
宅

購
入
や
家
賃
負
担
の
軽
減
、
⑤
学
費
ロ
ー
ン
負
担
の

軽
減
、
⑥
イ
ン
フ
レ
抑
制
法
が
導
入
し
た
Ａ
Ｃ
Ａ
の

保
険
料
税
額
控
除
制
度
の
拡
充
措
置
の
延
長
、
⑦
水

道
光
熱
費
負
担
の
軽
減
な
ど
を
、
具
体
的
案
施
策
と

し
て
列
挙
し
て
い
ま
す
。
２
０
２
３
年
度
お
よ
び
２

０
２
４
年
度
の
予
算
教
書
に
引
き
続
い
て
、
社
会
保

障
制
度
を
堅
持
・
拡
充
し
つ
つ
、
社
会
問
題
の
解
決

を
図
る
バ
イ
デ
ン
政
権
の
リ
ベ
ラ
ル
な
政
策
志
向
が

読
み
と
れ
ま
す

（11）
。

　

な
お
、
２
０
２
５
年
度
予
算
教
書
に
対
し
て

は
、
共
和
党
調
査
委
員
会
（Republican Study 

Com
m

ittee

）
が
２
０
２
４
年
３
月
20
日
に
独
自

の
対
案
を
公
表
し
ま
し
た

（12）
。
こ
の
対
案
は
、「
ア

メ
リ
カ
を
救
う
た
め
の
財
政
の
健
全
化
」
を
表
題
と

し
、
２
０
２
５
年
度
予
算
教
書
よ
り
も
踏
み
込
ん
だ

歳
出
削
減
（
な
か
で
も
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
な
ど
義
務
的

経
費
の
削
減
幅
が
大
き
い
）
と
減
税
、
特
に
２
０
２

５
年
を
期
限
と
す
る
ト
ラ
ン
プ
減
税
（T

ax Cuts 
and Jobs A

ct of 2017

）
の
恒
久
化
を
提
唱
し
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